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第３章第３章第３章第３章    施策の内容施策の内容施策の内容施策の内容    
 

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１    一人ひとり一人ひとり一人ひとり一人ひとりが尊重が尊重が尊重が尊重されされされされ、支え合う、支え合う、支え合う、支え合うまちまちまちまち    

 

（１）男女共同参画に向けた意識づくり 

私たち一人ひとりの人権が等しく尊重され、男性と女性が対等なパートナーとして、

その個性と能力を発揮していきいきと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現に

向け、市民一人ひとりが目の前にどのような現実があるのかを知り、どのような方向

に進んでいけばよいのかを考えていく機会を提供していきます。 

 

◆今後の取組◆ 

① 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し 

「男は仕事、女は家庭」といった男性と女性の役割を区別する「性別による役割分

担意識」は、私たちの意識の中で慣習化・固定化され、一朝一夕で変えられるもので

はありません。 

市民意識調査では、「夫は外で働き、妻は家庭をまもるべきである」は反対と回答し

た人の割合が高くなっています。前回の平成22年調査と比べると、賛成は12.6ポイン

ト減少し、反対が2.8ポイント増加しています。 

こういった固定的性別役割分担意識を背景とした社会制度・慣行には、個人の生き

方の制約につながっているものもあり、多様な生き方の選択が可能な男女共同参画社

会の実現に向け、見直しを行っていくことが必要です。 

このようなことから、固定的な性別役割分担意識・社会通念・慣習を払拭するため、

地域・職場・学校などさまざまな機会を捉えて、男女共同参画の必要性を認識しても

らうよう、継続して意識啓発に取り組んでいきます。 
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Ｎo. 事 業 名 事業内容 担当課 

1 
市の刊行物におけ

る表現の配慮 

市で発行している「広報ぬまた」などの刊行物について、

性別による固定的な役割分担にとらわれない表現になる

ように配慮します。 

秘書課 

2 

行政文書における

表現の配慮につい

ての情報提供 

行政文書などにおいて、男女共同参画の視点に基づいた

表現方法等について、情報提供を行います。 
生活課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんもはじめてみませんか？ 

 
～市民・地域では～ 

・女性も男性も固定的な役割分担意識にとらわれず、慣習や慣行について見直しをしてみ

ましょう。 

・自分の考えや発言で「女だから」「男だから」という区別をしていないか、振り返ってみ

ましょう。 

～事業所では～ 

・職場において、男女の固定的役割分担がないか見直してみましょう。 

・コーヒーやお茶は自分で入れてみませんか？ 

みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？    
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 ② 男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発活動の推進 

本市では、男女共同参画情報紙などを発行し、男女共同参画に関する啓発活動を行

っています。 

市民意識調査では、男女の地位の平等は、「社会通念・習慣・しきたりにおいて」、

「職場において」や「地域社会において」では平等になっていると感じる人の割合が

低くなっています。分野による進捗状況とともに、男女間でも平等感の捉え方に差が

あることがわかります。 

性差別や性別による固定的な役割分担意識、偏見などに対し、男女がお互いの特質を

認めつつ、人としてお互いを思いやり、個人としての尊厳を重んじるよう、講演会等の

開催、情報紙や啓発広報冊子の発行、市広報紙やホームページでの啓発に努めます。 

その際、世代によって男女共同参画への理解度が異なることを考慮し、それぞれの

世代に合わせた啓発方法や具体的な事例紹介などの工夫を施し、より一層の意識づく

りと行動化を促進します。 

 

Ｎo. 事 業 名 事業内容 担当課 

3 
男女共同参画情報

紙の発行 

男女共同参画についての意識啓発を行うため、男女共同

参画情報紙「ハピネス」を発行します。 
生活課 

4 
男女共同参画講演

会の開催 

男女共同参画についての意識啓発を行うため、著名人等

による講演会を開催します。 
生活課 

5 

市の広報誌やホー

ムページ等を活用

した広報活動 

「広報ぬまた」や「市ホームページ」を活用し、男女共

同参画についての広報、啓発を行います。 
生活課 

 
 

 

 
 
～市民・地域では～ 

・男女共同参画のセミナーや研修会などに参加し、一緒に学んでみませんか？ 

 

みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？    
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（２）男女平等を推進する教育・学習の充実 

家庭、教育現場や地域社会は、次の世代を担う児童・生徒の知識や意識の形成に大

きな役割を果たします。 

男女共同参画社会の実現に向けて、私たちを取り巻くあらゆる教育の場において現

状を認識し、男女共同参画の視点に立った学習機会の提供・充実を図ります。 

 

◆今後の取組◆ 

 ① 家庭・地域社会における男女平等教育・学習の推進 

市民意識調査では、家庭内の役割分担については、共同で行うことが理想とする割

合が高いものの、家事や育児などの役割分担で「妻」とする女性の割合が男性の割合

を上回っています。性別による家庭内の役割分担意識の存在や男女間の負担に対する

感じ方の違いがうかがわれます。 

男女共同参画社会実現のためには、市民一人ひとりが男女共同参画の意義を正しく

理解し、実践していくことが重要です。 

そのために、家庭、地域において、固定的な性別役割分担意識の見直しを進めるた

め、家庭教育や生涯学習等の機会を通じ、男女共同参画の視点に立った情報提供や学

習機会の充実を図ります。 

また、ひとり親家庭や若年者の単身世帯、高齢者の単身世帯など多様化した家族形

態の中で、一人ひとりの生き方が尊重されるよう、さまざまな機会を捉えて、家族形

態の多様性を尊重する意識づくりを進めます。 
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Ｎo. 事 業 名 事業内容 担当課 

6 
男女共同参画講座

の実施 

市民一人ひとりが男女共同参画の意義を正しく理解す

ることと、男女共同参画の視点に立って率先して活動する

者の人材育成を目的に市民を対象とした男女共同参画講

座を実施します。 

生活課 

7 市民文化大学 
市民の生活をより良くするため、人権講座やコミュニケ

ーションスキルなどの生涯学習講座を実施します。 
社会教育課 

8 
家庭教育カウンセ

リング初級講座 

家庭教育についての理解を深めるとともに、家庭教育に

関する悩みや課題を解決する力を身につけるため、市民を

対象に家庭教育やカウンセリング等に関する研修を行い

ます。 

社会教育課 

9 
沼田市小中学校Ｐ

ＴＡ連合会 

児童生徒の幸福な成長のため、ＰＴＡに対し男女共同参

画を推進し、健全なＰＴＡの発展を促進します。 
社会教育課 

 

 

 

 

 

 

 
～市民・地域では～ 

・公民館等で開催される催しに積極的に参加しましょう。 

・ＰＴＡ、保護者会などで男女共同参画に関する勉強会などを開催してみませんか？ 

・「～の代表」というと遠慮しがちですが、勇気を持って「私、やります！」と言って積極

的にリーダーになってみませんか？ 

みなさんもはじめてみませみなさんもはじめてみませみなさんもはじめてみませみなさんもはじめてみませんか？んか？んか？んか？    
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 ② 学校教育などにおける男女平等教育の推進 

一人ひとりの個性や能力を伸ばし、可能性を広げるための教育、及び男女共同参画

や人権尊重の理念を身につけ、行動できるようにするための人権教育を推進し、社会

的性別を生み出さないようにする学習環境を整備します。 

学校教育の現場においては、男女の地位が最も公平であるとの市民意識調査結果が

得られましたが、今後も男女平等教育を人権教育の中に位置づけ、児童・生徒が男女

共同参画社会の担い手としての能力や資質を身につけることができるように、教育内

容をさらに工夫します。 

 

Ｎo. 事 業 名 事業内容 担当課 

10 男女平等学習 
児童生徒に対し、道徳の授業の中で男女共同参画につい

ての学習を実施します。 
学校教育課 

11 教職員研修 

道徳教育指導者養成研修や人権教育推進協議会、地区別

人権教育研究協議会などで男女共同参画教育について検

討し、学校現場で活用します。 

学校教育課 

12 人権教育 
「沼田市人権教育推進方針」に基づき、学校教育の場にお

ける人権教育を実施します。 
学校教育課 

 

 

 

 

   

 
～市民・地域では～ 

・年齢、子どもの発達状況に応じて、自分の身のまわりのことは自分でできるよう男女の隔て

なく育てましょう。 

・学校行事やＰＴＡ活動等に積極的に参加し、男女平等教育の推進に協力しましょう。 

みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？みなさんもはじめてみませんか？    
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